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「国債店頭取引清算業務に関する業務方法書」等の一部改正について 

 

〇国債店頭取引清算業務における GMRA 契約に基づくレポ取引の清算対象明確化に伴う「国債

店頭取引清算業務に関する業務方法書」の一部改正 

 

Ⅰ．改正趣旨 

当社の国債店頭取引清算業務において、グローバルに取引が行われているレポ取引の形

態である GMRA が清算対象取引に含まれることを明確化するため、「国債店頭取引清算業務

に関する業務方法書」について別紙のとおり、所要の改正を行う。 

 

Ⅱ．改正概要 

・銘柄先決め現先取引について、GMRA 契約に基づく取引が含

まれることを明確化する。 

 

 

（備  考） 

・ 国債店頭取引清算業務

に関する業務方法書第２

条第１項第１０３号、第

１０６号の２ 

 

  

 

Ⅲ．施行日 

 ２０２６年６月８日から施行する。ただし、当社が設置するシステムの稼働に支障が生じ

た場合その他やむを得ない事由により、改正後の規定を適用することが適当でないと当社が

認める場合には、２０２６年６月８日以後の当社が定める日から施行する。 
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〇国債店頭取引清算業務における顧客ポジションの移管制度の導入に伴う「国債店頭取引清算

業務に関する業務方法書」等の一部改正 

 

Ⅰ．改正趣旨 

当社の国債店頭取引清算業務において、他社清算参加者の未決済ポジションのうち、顧

客分に係るもの（以下「顧客ポジション」という。）を他の他社清算参加者に移管する顧客

ポジションの移管制度を導入するため、「国債店頭取引清算業務に関する業務方法書」等に

ついて別紙のとおり、所要の改正を行う。 

 

Ⅱ．改正概要 

１．顧客ポジションの移管制度 

（１）本制度の概要 

・他社清算参加者に有価証券等清算取次ぎを委託している顧

客は、移管元である他社清算参加者（以下「移管元清算参加

者」という。）の顧客ポジションを、ネッティング口座ごと

に、移管先となる他の他社清算参加者（以下「移管先清算参

加者」という。）に移管させることができる。当該移管は他

社清算参加者の破綻認定時及び破綻の生じていないとき（通

常時）の両方において行うことができる。 

・本制度を利用しようとする顧客は、移管先として指定するこ

とができるネッティング口座を、国債店頭取引他社清算参加

者を通じて、あらかじめ当社に届け出なければならない。 

 

（２）破綻時の移管の申込み及び成立等 

・他社清算参加者が破綻認定された場合において、当該他社清

算参加者に清算取次ぎを委託している顧客が、自身のポジシ

ョンを他の他社清算参加者に移管させようとするときは、事

前に移管先清算参加者に移管の承諾を得たうえ、移管先清算

参加者を通じて、破綻認定日の正午までに、当社に対して移

管の申込みを行うものとする。 

・当社は、移管の申込みの内容その他当社が定める事項が適当

と認めた場合には、破綻認定日の午後２時までに当該申込み

を承諾する。 

・当社により移管の申込みが承諾された場合には、破綻認定日

の午後５時以降の当社が定める時点において、当該顧客ポジ

ションについて、移管先清算参加者への移管を行うものと

し、その時点をもって当該移管が成立するものとする。 

・破綻清算参加者について一括清算事由に該当した場合にお

いても、当該破綻清算参加者の顧客に係る移管の申込みが行

われたときは、移管の成立又は不成立が確定するまでの間

は、当該破綻清算参加者に係る一括清算は行わないものとす

（備  考） 

 

 

・ 国債店頭取引清算業務

に関する業務方法書（以

下「業務方法書」という。）

第３９条の３第１項、第

２項、第８１条第１項、

第２項 

 

・ 業務方法書第３９条の

３第３項、第８１条第３

項 

 

 

・ 業務方法書第８１条第

４項、第５項 

 

 

 

 

・ 業務方法書第８１条の

２第１項 

 

・ 業務方法書第８１条の

２第２項 

 

 

・ 業務方法書第７９条第

８項 
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る。 

 

（３）通常時の移管の申込み及び成立 

・他社清算参加者に有価証券等清算取次ぎを委託している顧

客は、自身のポジションを他の他社清算参加者に移管させよ

うとするときは、事前に移管先清算参加者に移管の承諾を得

るとともに、移管元清算参加者に移管の旨を通知するものと

する。 

・移管先清算参加者は、当該顧客からの移管の申込みを承諾す

る場合には、移管成立希望日の正午までに、当社に対して、

移管の申込みを行うものとする。 

・当社は、移管の申込みの内容その他当社が定める事項が適当

と認めた場合には、移管成立希望日の午後２時までに当該申

込みを承諾する。 

・当社により移管の申込みが承諾された場合には、移管成立希

望日の午後５時以降の当社が定める時点において、移管先清

算参加者への移管を行うものとし、その時点をもって当該移

管が成立するものとする。 

 

（４）移管成立時の顧客分の清算預託金の所要額及び預託額等 

・移管した顧客ポジションに係る移管成立時の当初証拠金所

要額及び清算基金所要額は、移管元口座において移管成立時

点から直近に算出された所要額を適用する。 

・移管した顧客ポジションに係る清算預託金等について、移管

元清算参加者を代理人として当社に預託されていたものは、

移管先清算参加者を代理人として当社に預託されたものと

みなす。 

 

 

 

（５）清算手数料の取扱い 

・顧客ポジションの移管制度に係る各種清算手数料の取扱い

については、移管元口座及び移管先口座の区分に応じて、当

社が定めるところによる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 業務方法書第３９条の

３第４項、第６項 

 

 

 

・ 業務方法書第３９条の

３第５項 

 

・ 業務方法書第３９条の

４第１項 

 

・ 業務方法書第３９条の

４第２項 

 

 

 

 

・ 国債店頭取引に係る当

初証拠金所要額に関する

規則第２条第４項 

・ 国債店頭取引清算基金

所要額に関する規則第２

条第４項 

・ 業務方法書第３９条の

４第３項、第８１条の２

第３項 

 

 

・ 国債店頭取引清算業務

に関する手数料に関する

規則第３条第３項、第３

条の２第３項、第６条第

５項、第７条第３項、第

７条の２第１項、第２項、

第８条、別表１注５、別

表２注４ 
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２．破綻認定事由の明確化 

・「破綻等」の事由として、清算参加者が支払不能のおそれが

ある場合が対象となることを明確化する。 

 

３．その他 

・その他、所要の改正を行う。 

 

 

・ 業務方法書第２条第１

項第９０号 

 

 

 

 

  

  

 

Ⅲ．施行日 

 ２０２６年６月８日から施行する。ただし、当社が設置するシステムの稼働に支障が生じ

た場合その他やむを得ない事由により、改正後の規定を適用することが適当でないと当社が

認める場合には、２０２６年６月８日以後の当社が定める日から施行する。 

 

以   上 

 

 



 

 

 

 

非居住者取引の清算利用実現に向けた他社清算制度等の整備に係る 

国債店頭取引清算業務に関する業務方法書等の一部改正新旧対照表 
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国債店頭取引清算業務に関する業務方法書の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（定義） 

第２条 本業務方法書等において使用する用

語は、金融商品取引法（昭和２３年法律第２

５号。以下「法」という。）において使用され

る用語の例によるほか、次の各号に掲げる用

語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１）～（１０２） （略） 

（１０３） 「銘柄先決め現先取引」とは、

国債証券の買戻又は売戻条件付売買のう

ち売買の対象となる国債証券を銘柄によ

り特定して行うもの（ＧＭＲＡ契約に基づ

くものを含む。）をいう。 

（１０４）～（１０６） （略） 

（１０６）の２ 「ＧＭＲＡ契約」とは、Ｔ

ｈｅ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｃ

ａｐｉｔａｌ Ｍａｒｋｅｔ Ａｓｓｏ

ｃｉａｔｉｏｎ（国際資本市場協会）及び

Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｉｎｄｕｓｔｒ

ｙ ａｎｄ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｍａ

ｒｋｅｔｓ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ（米

国証券業金融市場協会）が公表するＧｌｏ

ｂａｌ Ｍａｓｔｅｒ Ｒｅｐｕｒｃｈ

ａｓｅ Ａｇｒｅｅｍｅｎｔに基づく契

約をいう。 

（１０７）～（１１０） （略） 

（定義） 

第２条 本業務方法書等において使用する用

語は、金融商品取引法（昭和２３年法律第２

５号。以下「法」という。）において使用され

る用語の例によるほか、次の各号に掲げる用

語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１）～（１０２） （略） 

（１０３） 「銘柄先決め現先取引」とは、

国債証券の買戻又は売戻条件付売買のう

ち売買の対象となる国債証券を銘柄によ

り特定して行うものをいう。 

 

（１０４）～（１０６） （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１０７）～（１１０） （略） 

 

 
 

付  則 

１ この改正規定は、令和８年６月８日から施

行する。 

２ 前項の規定にかかわらず、当社のシステム

の稼働に支障が生じた場合その他やむを得

ない事由により、改正後の規定を適用するこ

とが適当でないと当社が認める場合には、令

和８年６月８日以後の当社が定める日から

施行する。この場合において、この改正規定

の施行時における取扱いに関し必要な事項

については、当社がその都度定める。 
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国債店頭取引清算業務に関する業務方法書の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（定義） 

第２条 本業務方法書等において使用する用

語は、金融商品取引法（昭和２３年法律第２

５号。以下「法」という。）において使用され

る用語の例によるほか、次の各号に掲げる用

語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１） 「移管」とは、第３９条の３第１項

又は第８１条第１項の規定により、移管元

清算参加者と当社との間の顧客ポジショ

ンに係る債権債務を将来に向かって消滅

させると同時に、移管先清算参加者と当社

との間に、当該債権債務と同一内容の債権

債務を新たに成立させ、それに伴う金銭の

授受及び権利義務の処理を行うことをい

う。 

（１）の２ 「移管先清算参加者」とは、移

管により当社との間で当該顧客ポジショ

ンに係る債権債務を負担する清算参加者

をいう。 

（１）の３ 「移管先口座」とは、移管を行

う際に、移管先として指定されるネッティ

ング口座をいう。 

（１）の４ 「移管元清算参加者」とは、移

管の対象となる当該顧客ポジションに係

る債権債務の当事者である清算参加者を

いう。 

（１）の５ 「移管元口座」とは、移管を行

う際に、移管元として指定されるネッティ

ング口座をいう。 

（１）の６ （略） 

（２）～（２６） （略） 

（２６）の２ 「顧客ポジション」とは、国

債店頭取引他社清算参加者を当事者とす

る清算対象取引に基づく未決済の債権債

務のうち、当該国債店頭取引他社清算参加

者が有価証券等清算取次ぎにより受託し

た顧客に係るものをいう。 

（２６）の３ （略） 

（２７）～（８９） （略） 

（９０） 「破綻等」とは、第７８条第１項

各号若しくは第２項各号のいずれかに掲

げる事由又は当社が清算参加者について

支払不能のおそれがあると認めた場合を

（定義） 

第２条 本業務方法書等において使用する用

語は、金融商品取引法（昭和２３年法律第２

５号。以下「法」という。）において使用され

る用語の例によるほか、次の各号に掲げる用

語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

（１） （略） 

（２）～（２６） （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

（２６）の２ （略） 

（２７）～（８９） （略） 

（９０） 「破綻等」とは、第７８条第１項

又は第２項各号のいずれかに掲げる事由

をいう。 

 

（９１）～（１１０） （略） 
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いう。 

（９１）～（１１０） （略） 

 

 

（顧客ポジションの移管の申込み） 

第３９条の３ 国債店頭取引他社清算参加者

に有価証券等清算取次ぎを委託している顧

客は、当社が定めるところにより、当該顧客

に係る顧客ポジションを他の国債店頭取引

他社清算参加者に移管することができる。 

２ 前項に規定する移管は、ネッティング口座

ごとに行うものとする。 

３ 顧客は、第１項に規定する移管を行う場合

には、当社が定めるところにより、移管先と

して指定することができるネッティング口

座を、国債店頭取引他社清算参加者を通じ

て、あらかじめ当社に届け出なければならな

い。 

４ 顧客は、第１項に規定する移管を行う場合

には、移管先清算参加者に対して当該移管の

申込みをし、承諾を得るものとする。 

５ 移管先清算参加者は、前項に規定する移管

の申込みを承諾する場合には、当社が定める

ところにより、当該移管を希望する日の正午

までに、当社に対して当該移管の申込みを行

うものとする。 

６ 第４項に規定する承諾を得た場合には、顧

客は、移管元清算参加者に対して当該移管を

行おうとする旨を通知するものとする。 

 

 

（新設） 

 

（顧客ポジションの移管の成立） 

第３９条の４ 当社は、前条第５項に規定する

移管の申込みを受領し、当該申込みの内容そ

の他当社が定める事項が適当と認めた場合

には、当該移管を希望する日の午後２時まで

に、当該申込みを承諾するものとする。 

２ 当社が前項に規定する承諾を行った場合

には、当該移管を希望する日の午後５時以降

の当社が定める時点において、当該顧客ポジ

ションについて、移管先清算参加者への移管

を行うものとし、その時点をもって当該移管

が成立するものとする。 

３ 前項の規定により顧客ポジションの移管

が成立した場合には、当該顧客ポジションに

係る次の各号に掲げる金銭及び代用国債証

券のうち、移管元清算参加者を代理人として

当社に預託されていたものについては、移管

先清算参加者を代理人として当社に預託さ

れたものとみなす。 

（１） 当初証拠金 

 

（新設） 
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（２） 国債店頭取引清算基金 

（３） 変動証拠金 

（４） 破綻時証拠金 

（５） 特別清算料担保金 

４ 第２項の規定により顧客ポジションの移

管が成立した場合には、当該移管に係る移管

元口座は、当該移管が成立した日に廃止され

るものとする。 

５ 第２項の規定により顧客ポジションの移

管が成立した場合には、当該移管に係る移管

先口座は、当該移管が成立した日に開設され

るものとする。 

 

（破綻清算参加者のポジションの一括清算） 

第７９条 （略） 

２～７ （略） 

８ 第１項の規定にかかわらず、当社が国債店

頭取引他社清算参加者について破綻等を認

定した場合において、第８１条第１項に規定

する移管の申込みが行われたときは、当該移

管の成立又は不成立が確定するまでの間は、

第１項に規定する純合計額の算定及び一の

債務の成立を行わないものとする。 

 

（破綻清算参加者のポジションの一括清算） 

第７９条 （略） 

２～７ （略） 

（新設） 

（国債店頭取引他社清算参加者破綻時にお

ける顧客ポジションの移管の申込み） 

第８１条 当社が国債店頭取引他社清算参加

者について破綻等を認定した場合において、

当該国債店頭取引他社清算参加者に有価証

券等清算取次ぎを委託している顧客は、当社

が定めるところにより、当該顧客に係る顧客

ポジションを他の国債店頭取引他社清算参

加者（当社が本業務方法書で定める国債店頭

取引他社清算参加者のうち、第７８条に規定

する期限の利益の喪失の事由が発生してい

ない者に限る。以下本条及び次条において同

じ。）に移管することができる。 

２ 前項に規定する移管は、ネッティング口座

ごとに行うものとする。 

３ 顧客は、第１項に規定する移管を行う場合

には、当社が定めるところにより、移管先と

して指定することができるネッティング口

座を、国債店頭取引他社清算参加者を通じ

て、あらかじめ当社に届け出なければならな

い。 

４ 顧客は、第１項に規定する移管を行う場合

には、移管先清算参加者に対して当該移管の

申込みをし、承諾を得るものとする。 

５ 前項に規定する承諾を得た場合には、顧客

 

 

第８１条 削除 
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は、当該破綻認定日の正午までに、移管先清

算参加者を通じて、当社が定めるところによ

り、当社に対して移管の申込みを行うものと

する。 

 

（国債店頭取引他社清算参加者破綻時にお

ける顧客ポジションの移管の成立） 

第８１条の２ 当社は、前条第５項に規定する

移管の申込みを受領し、当該申込みの内容そ

の他当社が定める事項が適当と認めた場合

には、当該破綻認定日の午後２時までに、当

該申込みを承諾するものとする。  

２ 当社が前項に規定する承諾を行った場合

には、当該破綻認定日の午後５時以降の当社

が定める時点において、当該顧客ポジション

について、移管先清算参加者への移管を行う

ものとし、その時点をもって当該移管が成立

するものとする。 

３ 前項の規定により顧客ポジションの移管

が成立した場合には、当該顧客ポジションに

係る次の各号に掲げる金銭及び代用国債証

券のうち、移管元清算参加者を代理人として

当社に預託されていたものについては、移管

先清算参加者を代理人として当社に預託さ

れたものとみなす。 

（１） 当初証拠金 

（２） 国債店頭取引清算基金 

（３） 変動証拠金 

（４） 破綻時証拠金 

（５） 特別清算料担保金 

４ 第２項の規定により顧客ポジションの移

管が成立した場合には、当該移管に係る移管

元口座は、当該移管が成立した日に廃止され

るものとする。 

５ 第２項の規定により顧客ポジションの移

管が成立した場合には、当該移管に係る移管

先口座は、当該移管が成立した日に開設され

るものとする。 

６ 移管が成立した顧客ポジションについて、

破綻認定から移管成立までの間に第７４条

の規定により当社が資金調達を行った場合

には、当社が当該資金調達に要した費用相当

額は、第７９条第１項の算定の対象外とし

て、移管先清算参加者が当社に支払うものと

する。 

 

 

（新設） 

 

 
 

付  則 

１ この改正規定は、令和８年６月８日から施
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行する。 

２ 前項の規定にかかわらず、当社のシステム

の稼働に支障が生じた場合その他やむを得

ない事由により、改正後の規定を適用するこ

とが適当でないと当社が認める場合には、令

和８年６月８日以後の当社が定める日から

施行する。この場合において、この改正規定

の施行時における取扱いに関し必要な事項

については、当社がその都度定める。 
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国債店頭取引清算業務に関する業務方法書の取扱いの一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（清算対象取引） 

第２条 （略） 

２ 業務方法書第４条第２項に規定する当社

が定めるものは、次の各号に掲げる取引ごと

に、当該各号に定める事項に適合する取引と

する。 

（１） 国債証券の売買等 

ａ （略） 

ｂ 対象国債証券の数量が額面５万円（物

価連動国債（物価連動国債の取扱いに関

する省令（平成１６年財務省令第７号）

第１条に規定する物価連動国債をいう。

以下同じ。）にあっては額面１０万円）の

整数倍であること。 

ｃ～ｅ （略） 

（２） 現金担保付債券貸借取引等 

ａ・ｂ （略） 

ｃ 対象国債証券の数量が額面５万円（物

価連動国債にあっては額面１０万円）の

整数倍であること。 

ｄ～ｇ （略） 

（清算対象取引） 

第２条 （略） 

２ 業務方法書第４条第２項に規定する当社

が定めるものは、次の各号に掲げる取引ごと

に、当該各号に定める事項に適合する取引と

する。 

（１） 国債証券の売買等 

ａ （略） 

ｂ 対象国債証券の数量が額面５万円（変

動利付国債及び物価連動国債（物価連動

国債の取扱いに関する省令（平成１６年

財務省令第７号）第１条に規定する物価

連動国債をいう。以下同じ。）にあっては

額面１０万円）の整数倍であること。 

ｃ～ｅ （略） 

（２） 現金担保付債券貸借取引等 

ａ・ｂ （略） 

ｃ 対象国債証券の数量が額面５万円（変

動利付国債及び物価連動国債にあって

は額面１０万円）の整数倍であること。 

ｄ～ｇ （略） 

（３） 銘柄先決め現先取引等 

ａ～ｃ （略） 

ｄ 対象国債証券の数量が額面５万円（物

価連動国債にあっては額面１０万円）の

整数倍であること。 

ｅ～ｉ （略） 

（４） （略） 

 

 

（３） 銘柄先決め現先取引等 

ａ～ｃ （略） 

ｄ 対象国債証券の数量が額面５万円（変

動利付国債及び物価連動国債にあって

は額面１０万円）の整数倍であること。 

ｅ～ｉ （略） 

（４） （略） 

 

付  則 

１ この改正規定は、令和８年６月８日から施

行する。 

２ 前項の規定にかかわらず、当社のシステム

の稼働に支障が生じた場合その他やむを得

ない事由により、改正後の規定を適用するこ

とが適当でないと当社が認める場合には、令

和８年６月８日以後の当社が定める日から

施行する。この場合において、この改正規定

の施行時における取扱いに関し必要な事項

については、当社がその都度定める。 
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国債店頭取引清算業務に関する手数料に関する規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（債務引受手数料） 

第３条 （略） 

２ （略） 

３ 業務方法書第３９条の３第１項又は第８

１条第１項に規定する顧客ポジションの移

管が行われた場合には、当該顧客ポジション

に係る移管元口座及び移管先口座における

債務引受手数料の算出における計算対象期

間は、次の各号に掲げる取引について、当該

各号に定めるところによる。 

（１） 国債証券の売買等、現金担保付債券

貸借取引等及び銘柄先決め現先取引等 

移管元口座に係る金額の算出において

は、当該移管が成立した日の前営業日まで

を計算対象期間とし、移管先口座に係る金

額の算出においては、当該移管が成立した

日以降を計算対象期間とする。 

（２） 銘柄後決め現先取引等 

移管元口座に係る金額の算出において

は、当該移管が成立した日までを計算対象

期間とし、移管先口座に係る金額の算出に

おいては、当該移管が成立した日の翌営業

日以降を計算対象期間とする。 

 

（債務引受手数料） 

第３条 （略） 

２ （略） 

（新設） 

 

（銘柄割当てに係る手数料） 

第３条の２ （略） 

２ （略） 

３ 前項に規定する銘柄割当てに係る手数料

の算出において、業務方法書第３９条の３第

１項又は第８１条第１項に規定する顧客ポ

ジションの移管が行われた場合には、当該顧

客ポジションの移管元口座に係る金額は当

該移管が成立した日までを計算対象期間と

し、移管先口座に係る金額は当該移管が成立

した日の翌営業日以降を計算対象期間とす

る。 

 

（銘柄割当てに係る手数料） 

第３条の２ （略） 

２ （略） 

（新設） 

 

（ＤＶＰ決済手数料） 

第６条 （略） 

２～４ （略） 

５ 第２項に規定するＤＶＰ決済手数料の算

出において、業務方法書第３９条の３第１項

又は第８１条第１項に規定する顧客ポジシ

ョンの移管が行われた場合には、当該顧客ポ

ジションの移管元口座に係る金額は当該移

管が成立した日までを計算対象期間とし、移

（ＤＶＰ決済手数料） 

第６条 （略） 

２～４ （略） 

（新設） 
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管先口座に係る金額は当該移管が成立した

日の翌営業日以降を計算対象期間とする。 

 

（担保管理事務手数料） 

第７条 （略） 

２ （略） 

３ 前項に規定する担保管理事務手数料の算

出において、業務方法書第３９条の３第１項

又は第８１条第１項に規定する顧客ポジシ

ョンの移管が行われた場合には、当該顧客ポ

ジションの移管元口座に係る金額は当該移

管が成立した日までを計算対象期間とし、移

管先口座に係る金額は当該移管が成立した

日の翌営業日以降を計算対象期間とする。 

 

（担保管理事務手数料） 

第７条 （略） 

２ （略） 

（新設） 

（顧客移管手数料） 

第７条の２ 業務方法書第３９条の３第１項

に規定する顧客ポジションの移管が行われ

た場合には、移管先清算参加者は、顧客移管

手数料を当社に納入しなければならない。 

２ 前項に規定する顧客移管手数料は、顧客ポ

ジションの移管が行われた件数に１万円を

乗じて得た金額とする。 

 

 

（新設） 

（委託分に係る取扱い） 

第８条 国債店頭取引他社清算参加者及び信

託口を有する清算参加者については、第２条

の規定にかかわらず、有価証券等清算取次ぎ

に係るネッティング口座（当社が定めるとこ

ろにより当該国債店頭取引他社清算参加者

と同一の企業集団（金融商品取引法第５条第

１項第２号に規定する企業集団をいう。）に

属す顧客に係るものを除く。）及び信託口で

あるネッティング口座（以下「委託分に係る

ネッティング口座という。）に係る同条に規

定する手数料の合計額は月額２００万円を

上限とし、第３条から第６条まで及び第７条

の２の規定にかかわらず、委託分に係るネッ

ティング口座に係る当該各条に規定する手

数料の合計額は、月額５００万円を上限とす

る。 

２ （略） 

（委託分に係る取扱い） 

第８条 国債店頭取引他社清算参加者及び信

託口を有する清算参加者については、第２条

の規定にかかわらず、有価証券等清算取次ぎ

に係るネッティング口座（当社が定めるとこ

ろにより当該国債店頭取引他社清算参加者

と同一の企業集団（金融商品取引法第５条第

１項第２号に規定する企業集団をいう。）に

属す顧客に係るものを除く。）及び信託口で

あるネッティング口座（以下「委託分に係る

ネッティング口座という。）に係る同条に規

定する手数料の合計額は月額２００万円を

上限とし、第３条から第６条までの規定にか

かわらず、委託分に係るネッティング口座に

係る当該各条に規定する手数料の合計額は、

月額５００万円を上限とする。 

２ （略） 

 

 

 

 

付  則 

１ この改正規定は、令和８年６月８日から施

行する。 

２ 前項の規定にかかわらず、当社のシステム

の稼働に支障が生じた場合その他やむを得
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ない事由により、改正後の規定を適用するこ

とが適当でないと当社が認める場合には、令

和８年６月８日以後の当社が定める日から

施行する。この場合において、この改正規定

の施行時における取扱いに関し必要な事項

については、当社がその都度定める。 

 

（別表１） 残高管理手数料の額の計算に関

する表 

１・２ （略） 

注１～４ （略） 

注５ 第１項に定める計算日ごとの対象金額

の算出において、業務方法書第３９条の３

第１項又は第８１条第１項に規定する顧客

ポジションの移管が行われた場合には、当

該顧客ポジションの移管元口座に係る金額

は当該移管が成立した日の前営業日までを

計算対象期間とし、移管先口座に係る金額

は当該移管が成立した日以降を計算対象期

間とする。 

 

（別表１） 残高管理手数料の額の計算に関

する表 

１・２ （略） 

注１～４ （略） 

（新設） 

（別表２） 期日管理手数料の額の計算に関

する表 

１ （略） 

注１～３ （略） 

注４ 日々の期日管理手数料の金額の算出に

おいて、業務方法書第３９条の３第１項又

は第８１条第１項に規定する顧客ポジショ

ンの移管が行われた場合には、当該顧客ポ

ジションの移管元口座に係る金額は当該移

管が成立した日の前営業日までを計算対象

期間とし、移管先口座に係る金額は当該移

管が成立した日以降を計算対象期間とす

る。 

 

（別表２） 期日管理手数料の額の計算に関

する表 

１ （略） 

注１～３ （略） 

（新設） 
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国債店頭取引に係る当初証拠金所要額に関する規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（当初証拠金所要額） 

第２条 （略） 

２ 前項に規定する当初証拠金所要額の算出

は、当該算出を行う日（以下「計算日」とい

う。）の午前７時、午前１１時及び午後２時に

行うものとする。この場合において、午前７

時に算出された当初証拠金所要額を「一回目

算出証拠金所要額」と、午前１１時に算出さ

れた当初証拠金所要額を「二回目算出証拠金

所要額」と、午後２時に算出された当初証拠

金所要額を「三回目算出証拠金所要額」とい

う（以下この条において同じ。）。 

３ （略） 

（当初証拠金所要額） 

第２条 （略） 

２ 前項に規定する当初証拠金所要額の算出

は、当該算出を行う日（以下「計算日」とい

う。）の午前７時、午前１１時及び午後２時に

行うものとする。この場合において、午前７

時に算出された当初証拠金所要額を「一回目

算出証拠金所要額」と、午前１１時に算出さ

れた当初証拠金所要額を「二回目算出証拠金

所要額」と、午後２時に算出された当初証拠

金所要額を「三回目算出証拠金所要額」とい

う。 

３ （略） 

４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、業

務方法書第３９条の３第１項又は同第８１

条第１項に規定する顧客ポジションの移管

が行われた場合には、当該顧客ポジションの

移管先口座について、当該移管が成立した日

の当初証拠金所要額は、移管元口座において

直近に算出された三回目算出証拠金所要額

とする。 

（新設） 

  

  

付  則 

１ この改正規定は、令和８年６月８日から施

行する。 

２ 前項の規定にかかわらず、当社のシステム

の稼働に支障が生じた場合その他やむを得

ない事由により、改正後の規定を適用するこ

とが適当でないと当社が認める場合には、令

和８年６月８日以後の当社が定める日から

施行する。この場合において、この改正規定

の施行時における取扱いに関し必要な事項

については、当社がその都度定める。 

 

 

（別表） 当初証拠金所要額の算出に関する

表 

１～４ （略） 

５ 業務方法書第３９条の３第１項又は第８

１条第１項に規定する顧客ポジションの移

管が行われた場合には、当該顧客ポジション

に係る移管先口座について、当該移管が成立

した日の前日（休業日に当たるときは、順次

繰り上げる。）から遡って１２０日間（休業日

を除外する。）の各日における次の各号に掲

げる額は、当該顧客ポジションに係る移管元

（別表） 当初証拠金所要額の算出に関する

表 

１～４ （略） 

（新設） 
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口座における各号に掲げる額を用いるもの

とする。 

（１） 第１項第１号ｃ（ａ）イ及びロに規

定する額 

（２） 国債の再構築コストに係る平均ＰＯ

ＭＡ計算用ＰＯＭＡ 

（３） レポレート変動リスクに係る平均Ｐ

ＯＭＡ計算用ＰＯＭＡ 

（４） 平均取引執行コスト相当額計算用取

引執行コスト相当額 
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国債店頭取引清算基金所要額に関する規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（国債店頭取引清算基金所要額） 

第２条 （略） 

２・３ （略） 

（国債店頭取引清算基金所要額） 

第２条 （略） 

２・３ （略） 

４ 第１項の規定にかかわらず、業務方法書第

３９条の３第１項又は第８１条第１項に規

定する顧客ポジションの移管が行われた場

合には、当該顧客ポジションの移管先口座に

ついて、当該移管が成立した日の清算基金所

要額は、移管元口座において直近に算出され

た清算基金所要額とする。 

（新設） 

 

 

 

 

付  則 

１ この改正規定は、令和８年６月８日から施

行する。 

２ 前項の規定にかかわらず、当社のシステム

の稼働に支障が生じた場合その他やむを得

ない事由により、改正後の規定を適用するこ

とが適当でないと当社が認める場合には、令

和８年６月８日以後の当社が定める日から

施行する。この場合において、この改正規定

の施行時における取扱いに関し必要な事項

については、当社がその都度定める。 
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国債店頭取引清算業務に関する清算参加者の破綻処理に関する規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（破綻時証拠金所要額） 

第３３条 業務方法書第８３条の９の各清算

参加者の破綻時証拠金所要額は、破綻処理

単位期間における各日（休業日を除く。以

下この条において同じ。）において、次の各

号に定めるところにより算出する額とす

る。 

（１） （略） 

（２） 次のａ及びｂに掲げる日の区分に応

じ、当該ａ及びｂに定めるところにより破

綻時証拠金所要額の算出の基礎となる額

（以下「破綻時証拠金所要額算出基礎額」

という。）を算出する。 

ａ 破綻処理単位期間の開始日  

当日に算出した国債店頭取引清算基金

所要額相当額が破綻処理単位期間の開

始日以前で直近に算出した国債店頭取

引清算基金所要額を下回る場合には、

当該国債店頭取引清算基金所要額を当

日における破綻時証拠金所要額算出基

礎額とし、当日に算出した国債店頭取

引清算基金所要額相当額が破綻処理単

位期間の開始日以前で直近に算出した

国債店頭取引清算基金所要額を下回ら

ない場合には、当日に算出した国債店

頭取引清算基金所要額相当額を当日に

おける破綻時証拠金所要額算出基礎額

とする。 

ｂ （略） 

（３） （略） 

（４） 第２号の規定にかかわらず、破綻処

理単位期間中に他の国債店頭取引他社清

算参加者について破綻等が認定され、業務

方法書第８１条第１項に規定する顧客ポ

ジションの移管が行われた場合には、当該

顧客ポジションの移管先口座における当

該破綻認定日の翌日の破綻時証拠金所要

額算出基礎額は、当該破綻認定日の前日の

破綻時証拠金所要額算出基礎額とする。 

 

（破綻時証拠金所要額） 

第３３条 業務方法書第８３条の９の各清算

参加者の破綻時証拠金所要額は、破綻処理単

位期間における各日（休業日を除く。以下こ

の条において同じ。）において、次の各号に定

めるところにより算出する額とする。 

（１） （略） 

（２） 次のａ及びｂに掲げる日の区分に応

じ、当該ａ及びｂに定めるところにより破

綻時証拠金所要額の算出の基礎となる額

（以下「破綻時証拠金所要額算出基礎額」

という。）を算出する。 

 

ａ 破綻処理単位期間の開始日  

当日に算出した国債店頭取引清算基金

所要額相当額がその前日における国債

店頭取引清算基金所要額を下回る場合

には、前日における国債店頭取引清算

基金所要額を当日における破綻時証拠

金所要額算出基礎額とし、当日に算出

した国債店頭取引清算基金所要額相当

額が前日における国債店頭取引清算基

金所要額を下回らない場合には、当日

に算出した国債店頭取引清算基金所要

額相当額を当日における破綻時証拠金

所要額算出基礎額とする。 

 

 

ｂ （略） 

（３） （略） 

（新設） 

 

 

  

付  則 

１ この改正規定は、令和８年６月８日から施

行する。 

２ 前項の規定にかかわらず、当社のシステム

の稼働に支障が生じた場合その他やむを得
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ない事由により、改正後の規定を適用するこ

とが適当でないと当社が認める場合には、令

和８年６月８日以後の当社が定める日から

施行する。この場合において、この改正規定

の施行時における取扱いに関し必要な事項

については、当社がその都度定める。 
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